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保
育
所
で
の
園
児
の
死
亡
事
故
に
関
す
る
質
問
主
意
書

厚
生
労
働
省
の
保
育
施
設
に
お
け
る
事
故
報
告
集
計
に
よ
る
と
、
平
成
二
十
一
年
十
二
月
か
ら
平
成
二
十
二
年
十
二
月
三
十

一
日
ま
で
の
間
に
発
生
し
た
保
育
所
で
の
園
児
の
死
亡
事
故
事
例
が
十
二
件
あ
っ
た
こ
と
が
報
告
さ
れ
た
。

こ
の
様
な
事
故
を
未
然
に
防
ぐ
た
め
に
も
、
事
故
原
因
の
分
析
と
対
策
の
強
化
、
そ
し
て
保
育
を
巡
る
根
本
的
な
問
題
の
解

決
に
向
け
て
早
期
の
取
組
み
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

従
っ
て
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。

一

公
表
さ
れ
た
十
二
件
の
死
亡
事
故
の
事
例
に
関
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
事
故
発
生
状
況
に
つ
い
て
示
さ
れ
た
い
。

二

今
回
の
死
亡
事
故
を
含
む
事
故
報
告
五
十
件
の
う
ち
、
保
育
施
設
の
管
理
責
任
と
考
え
ら
れ
る
ケ
ー
ス
が
あ
れ
ば
示
さ
れ

た
い
。

三

こ
う
し
た
事
故
を
未
然
に
防
ぐ
に
は
、
施
設
の
危
機
管
理
や
職
員
の
意
識
の
問
題
だ
け
で
な
く
、
保
育
士
の
人
手
不
足
、

園
児
の
詰
め
込
み
の
解
消
な
ど
、
根
本
的
な
問
題
の
解
決
が
迫
ら
れ
る
。

保
育
施
設
に
お
け
る
安
全
対
策
に
つ
い
て
、
政
府
は
ど
の
よ
う
に
認
識
し
、
解
決
に
向
け
た
取
組
み
が
必
要
だ
と
考
え
て

い
る
か
見
解
を
問
う
。

一



四

死
亡
事
故
報
告
の
内
訳
を
見
る
と
、
認
可
保
育
所
で
五
件
、
認
可
外
保
育
所
で
七
件
発
生
し
た
こ
と
が
示
さ
れ
た
。
認
可

外
保
育
所
の
施
設
数
は
認
可
保
育
所
の
約
半
数
で
、
利
用
児
童
数
は
約
九
分
の
一
で
あ
る
が
、
死
亡
事
故
発
生
件
数
は
認
可

外
保
育
所
の
方
が
多
く
報
告
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
認
可
外
保
育
所
の
安
全
面
に
つ
い
て
、
政
府
は
ど
の
よ
う
に
分

析
を
し
て
い
る
か
伺
う
。

五

保
育
施
設
の
安
全
対
策
に
加
え
、
待
機
児
童
の
解
消
、
職
員
の
待
遇
の
改
善
、
保
育
の
質
の
向
上
な
ど
保
育
行
政
が
取
り

組
む
べ
き
課
題
は
山
積
し
て
い
る
が
、
こ
れ
か
ら
の
保
育
の
あ
り
方
に
つ
い
て
ビ
ジ
ョ
ン
を
示
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

二


